
１ 解消すべき赤字について（2016（平成28）年度決算時が基点）
大阪府においては、「大阪府国民健康保険運営方針」（平成29年12月策定）において、計画的に解消す

べき赤字の範囲として、「決算補填等を目的とする法定外一般会計繰入（決算補填等以外の目的のものを含
む）」及び「前年度繰上充用金の新規増加分」と定めている。

過年度の赤字である累積赤字については、原則として、当該市町村が責任を持って、新制度施行までに解
消することとしているが、解消できていない場合は、「大阪府赤字解消計画基準」に基づき策定した計画に
より解消をめざすこととし、また計画策定対象外の市町村においても早期の解消をめざすこととしており、
解消すべき範囲には入れていない。

≪府内市町村の状況≫
平成２８年度決算時点での赤字対象団体は３３団体、赤字対象総額は約１２２億８千４百万円であったが、

令和６年度決算時点においては１団体、約３千９百万円となった。令和５年度に新たに生じた１団体の繰上
充用金については、令和６年度決算時点で約２千３百万円となっている。そのため、令和６年度に４１団体
が赤字解消を達成し、残りの２団体は令和７年度に解消する見込み。

公債費等、借入金利息

1,842,314 円

保険料（税）の負担緩和を図るため

5,451,555,331 円

地方単独の保険料（税）の軽減額

416,536,555 円

任意給付に充てるため

326,541,605 円
保険料（税）の減免額に充て

るため5,756,968,063 円

その他（一部負担金の減免額の補填）

265,343,129 円

その他（多子世帯支援奨励金）

8,713,793 円

その他（解消すべきもの）

56,970,000 円

市町村赤字対象額

総額 12,284,470,790円
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■ 2018（平成30）年度からの赤字解消計画の策定等について

（平成28年度決算時点）



（参考）国が解消すべきものと整理した法定外一般会計繰入

２０１８（平成３０）年1月２９日付の厚生労働省通知（保国発129第２号）に基づき、市町村におい

て削減・解消すべき赤字は、市町村の国民健康保険特別会計における「決算補填等目的の法定外一般会
計繰入れ」及び「繰上充用金の新規増加分」とされている。

（決算補填等目的の法定外繰入れ）
①決算補填等目的のもの、②保険者の政策によるもの、③過年度の赤字によるもの

≪府内市町村の状況≫
平成２８年度決算時点の赤字対象団体は１８団体、赤字対象総額は約７６億３千４百万円であったが、

令和５年度決算時点においては、 ４団体、約６億６千４百万円と大幅に減少している。なお、 繰上充
用金の新規増加分は、１団体、約２千５百万円が生じている。

累積赤字補填のため

1,437,998,444 円

公債費等、借入金利息

1,842,314 円

保険料（税）の負担緩和を図るため

5,451,555,331 円

地方単独の保険料（税）の軽減額

416,536,555 円

任意給付に充てるため

326,541,605 円

市町村赤字対象額

総額 7,634,474,249円

（平成28年度決算時点）



２ 赤字解消計画の進捗見込み（平成30年3月末策定時）

削減額
（千円）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

▲10,247,885 ▲348,230 ▲169,153 ▲603,062 ▲204,674 ▲133,407 ▲578,060

解消すべき赤字については、激変緩和期間（６年間内）で解消をめざすこととしている。

参 考

削減額
（千円）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

▲6,315,181 ▲420,581 ▲166,189 ▲38,7742 ▲533,886 ▲38,731 ▲121,132

12,284,471 

2,036,586 1,688,356 1,519,203 
916,141 711,467 578,060 0 
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対象額 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（府定義）市町村赤字額 法定外繰入額 （単位：千円）

7,634,474 

1,319,293 
898,712 732,523 693,749 

159,863 121,132 0 
0
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対象額 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（国定義）市町村赤字額 法定外繰入額 （単位：千円）



7,634,474 

1,262,593 

3,849,478 
2,653,392 

1,466,030 1,117,405 688,666 
161,966 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

対象額 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（国定義）市町村赤字額 法定外繰入額等 （単位：千円）

３ 赤字解消計画の進捗（令和６年度決算） 【令和８年１月末時点】

解消すべき赤字については、激変緩和期間（６年間内）での解消を目指し取り組んできた。
残額についても、府定義分については令和７年度に解消する見込み。

参 考

削減額
（千円）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

▲10,787,919 2,639,085 ▲247,026 ▲1,746,366 ▲75,300 ▲949,785 ▲1,055,194

削減額
（千円）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

▲6,371,881 2,586,885 ▲1,196,086 ▲1,187,362 ▲348,625 ▲428,739 ▲526,700

12,284,471 

1,496,552 

4,135,637 3,888,611 

2,142,245 2,066,945 
1,117,160 

61,966 
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対象額 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（府定義）市町村赤字額 法定外繰入額等 （単位：千円）

※令和６年度分のうち100,000千円は、過年度の赤字によるもの。

※令和５年度及び令和６年度は、令和５年度に新たに生じた繰上充用金及び同削減額も含む。



■ 激変緩和措置計画について 【令和８年１月末時点】

２０１８（平成３０）年度からの新制度において、保険料が急激に増加することがないよう、２０２３
（令和５）年度までの６年間に限り、各市町村において計画を定めた上で激変緩和措置を講ずることとし
ている。期間経過後の２０２４（令和６）年４月１日に、保険料率、保険料及び一部負担金の減免基準等
を府内完全統一を達成。
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（団体数）


